
国保組合用  

 

 

 

契約書中一部改定書（案） 

 

●●国民健康保険組合と●●都道府県国民健康保険団体連合会との間で平成●

●年●月●日付けで締結した出産育児一時金の支払に関する契約の一部を次のと

おり改定する。 

 

 

１．契約書別表を別紙のとおり改める。 

   

附 則 

１．この契約の改定は、平成 30年４月１日から適用する。 

２．平成30年度において、第２条及び第３条の規定並びに別表を適用する場合

にあっては、第２条第１項及び第３条第１項中「別表」とあるのは「別表

１」と、第２条第２項及び第３項並びに第３条第２項及び第３項中「提出月

の 10日までに請求された乙の診療報酬と同じ」とあるのは「別表２に定め

る」と、第３条第２項及び第３項中「診療報酬の支払日のうち電子情報処理

組織等を使用する場合の届出を行った保険医療機関又は保険薬局に対する」

とあるのは「別表２に定める」とする。 

 

 

上記契約の確実を証するため本書２通を作成し、双方記名押印のうえ、各１通

を所持するものとする。  

 

   平成30年４月１日 

 

 

                 甲   ●●国民健康保険組合  

理事長 ● ● ● ● 

 

乙   ●●県国民健康保険団体連合会  

                     理事長 ● ● ● ● 



別紙 
 

別表１ 

 

平成３０年度納入期日（１０日提出正常分娩分） 

 

 

専用請求書提出月 請求日 収納日 支払日 

平成３０年 ４月 ４月２３日(月) ５月７日(月) ５月１０日(木) 

   ５月 ５月２３日(水) ６月１日(金) ６月６日(水) 

６月 ６月２２日(金) ７月３日(火) ７月６日(金) 

   ７月 ７月２４日(火) ８月２日(木) ８月７日(火) 

   ８月 ８月２３日(木) ９月３日(月) ９月６日(木) 

   ９月 ９月２５日(火) １０月４日(木) １０月１０日(水) 

   １０月 １０月２３日(火) １１月１日(木)  １１月６日(火) 

   １１月 １１月２２日(木) １２月４日(火) １２月７日(金) 

   １２月 １２月２１日(金) 
平成３１年 

１月８日(火) 

平成３１年 

１月１１日(金) 

平成３１年 １月 １月２４日(木) ２月４日(月) ２月７日(木) 

   ２月 ２月２２日(金) ３月５日(火) ３月８日(金) 

   ３月 ３月２２日(金) ４月３日(水) ４月８日(月) 

 



別紙 
 

別表２ 

 

平成３０年度納入期日（１０日提出異常分娩分・２５日提出正常分娩分）  

 

専用請求書提出月 請求日 収納日 支払日 

平成３０年 ４月 ５月７日(月) ５月１７日(木) ５月２１日(月) 

   ５月 ６月６日(水) ６月１８日(月) ６月２０日(水) 

６月 ７月５日(木) ７月１８日(水) ７月２０日(金) 

   ７月 ８月６日(月) ８月１６日(木) ８月２０日(月) 

   ８月 ９月５日(水) ９月１８日(火) ９月２０日(木) 

   ９月 １０月５日(金) １０月１８日(木) １０月２２日(月) 

   １０月 １１月６日(火) １１月１６日(金) １１月２０日(火) 

   １１月 １２月６日(木) １２月１８日(火) １２月２０日(木) 

   １２月 
平成３１年 

１月４日(金) 

平成３１年 

１月１７日(木) 

平成３１年 

１月２１日(月) 

平成３１年 １月 ２月５日(火) ２月１８日(月) ２月２０日(水) 

   ２月 ３月６日(水) ３月１８日(月) ３月２０日(水) 

３月 ４月８日(月) ４月１８日(木) ４月２２日(月) 

 

 

 


